
 

 

 

令６２条の８

法第２０条関係

　　　

令 第６２条 の８の 規定に適 合すること。

○補強コンクリートブロック造の塀

　 確認申請 の敷地 に補強コ ンクリートブロ ック造の 塀があ る場合は 、新設 、既設を 問わず 、

　 なお、高 さ（Ｈ ）のとり 方は、下記によ る。

　　　左 図のよう に基礎 を高くし ても

　　　高 さは地盤 面から とする。Ｈ

ＧＬ

（１）高 さは地盤 面から とする。

Ｈ

ＧＬ

ＧＬ

（２）下 部に擁壁 があり 、その擁 壁に

　　　検 査済証等 がなく 構造上の 安全

Ｈ

ＧＬ

ＧＬ

　 　　
（３）下 部に擁壁 があり 、その擁 壁に

　　　検 査済証等 があり 構造上の 安全性

　　　を 確認でき る場合 の高さは 、上の

　　　地 盤面から とるも のとする 。
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　　　性 を確認で きない 場合の高 さは、

　　　下 の地盤面 からと るものと する。




